
  

比企  
 ３町３村 地域 合併協議会だより 第 3号 2004.3 

第
３
回
合
併
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た 

 

平
成
１６
年
２
月
２０
日
（
金
）
、
滑
川
町
松
寿
荘
で
第
３

回
比
企
地
域
３
町
３
村
合
併
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

会
議
に
は
協
議
会
委
員
５０
名
中
４７
名
が
出
席
し
、
合
併
協

定
項
目
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。 

主
な
会
議
の
内
容 

● 

協
議
事
項 

協
議
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。 

○ 

協
議
第
１８
号 

 

協
定
項
目
２２
―
３ 

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
の
取
扱

い
に
つ
い
て 

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
、
次
に

よ
り
合
併
時
に
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
図
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

① 

住
民
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
 

② 

住
民
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
、
各
事
務
事
業
の
一
元
化
作
業
に
よ
り
調
整
を
図

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

○ 

協
議
第
１７
号 

 

協
定
項
目
２１ 

行
政
区
（
行
政
連
絡
機
構
）
の
取

扱
い
に
つ
い
て 

① 

区
長
会
と
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
と
し
、
合
併
後
に
区
長
会
と
協
議
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。 

 

② 

行
政
区
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
名
称
及
び
区
域
を

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
そ
の
後
調
整
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。 

平成１６年度事業計画  ○ 

協
議
第
９
号 

 

１

協
定
項
目
２２
―
５ 

広
報
広
聴
事
業
の
取
扱
い

つ
い
て 

 

① 

広
報
紙
は
、
月
１
回
発
行
と
し
、
発
行
日
及
び
配

方
法
は
合
併
時
に
再
編
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま

た
。 

 

② 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
こ
と
に

定
し
ま
し
た
。 

 

③ 

要
覧
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
１
年
を
目
途
に
再
編

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

④ 

町
村
長
へ
の
手
紙
・
Ｅ
メ
ー
ル
・
町
村
政
モ
ニ
タ

制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
こ
と
に

定
し
ま
し
た
。 

○

２０

 
 

平
成
１６
年
度
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て
、

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。 

 

協
議
第

号 
 

１ 協議会の開催 
   協議会の開催は、月１回程度とする 
２ 小委員会の開催 
   会議は適宜開催する 
３ 住民説明会の開催 
   ３町３村ごとに開催する 
４ 住民意向確認の実施 
   実施方法を協議し、合併議決前に実施する 
５ 協議会だよりの発行 
   月１回程度とする 
６ 協議会ホームページの運営 
   更新は随時実施する 
７ 新市まちづくり計画（新市建設計画）の策定 
   新市まちづくり計画の策定 
８ 事務事業の一元化業務 
   比較検討及び一元化への調整 
９ その他 
   国・県との連絡調整（合併手続など） 
   その他、必要な事項 

 

に布し決すー決次

● 

報
告

報
告

認
さ

○

 
 

平つた

 

協
歳入歳出とも 1,620万 2千円に決
定しました。 

○ 

報
第議い

 

① 

新準

 

② 

成２実定

事
項 

事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承

れ
ま
し
た
。 

２１

成
１６
年
度
合
併
協
議
会
予
算
に

い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し

。 議
第

号 
 

 
【歳入】 
負担金  
（各町村負担金）   16,200千円 
繰越金           1千円 
諸収入           1千円 
【歳出】 
運営費         9,144千円 
事業費         6,645千円 
予備費                413千円 

告
第
１３
号 

 

２
回
新
市
の
名
称
及
び
地
域
審

会
等
検
討
小
委
員
会
報
告
に
つ

て 新
市
の
名
称
の
選
定
に
あ
た
り
、

市
の
名
称
の
公
募
要
領
・
選
定
基

等
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

新
市
の
名
称
募
集
に
つ
い
て
、
平

１６
年
２
月
２
日
か
ら
平
成
１６
年

月
２５
日
ま
で
の
期
間
に
公
募
を

施
し
、
３
月
中
に
名
称
候
補
を
選

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 



 ○

 
 

第
２
回
議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員

の
定
数
等
検
討
小
委
員
会
報
告
に
つ
い
て 

 

報
告
第
１５
号 

 

① 

今
後
の
協
議
方
針
に
つ
い
て
協
議
し
、
次

回
へ
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。 

○ 

報
告
第
１６
号 

 

第
２
回
及
び
第
３
回
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

策
定
小
委
員
会
報
告
に
つ
い
て 

ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い

報
告
を
行
い
ま
し
た
。 

新
市
将
来
構
想
に
つ
い
て
協
議
を
行
い

し
た
。
内
容
は
、
新
市
将
来
構
想
作
成

背
景
と
目
的
、
３
町
３
村
の
概
要
、
３

３
村
の
現
状
と
課
題
、
合
併
の
メ
リ
ッ

・
デ
メ
リ
ッ
ト
、
主
要
指
標
の
見
通
し

５
項
目
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
３
町

村
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
は
次
回
へ

続
協
議
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
他
の

目
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

○ 
報
告
第
１４
号 

第
２
回
事
務
所
の
位
置
検
討
小
委
員
会 

報
告
に
つ
い
て 

 

① 

庁
舎
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
新
庁
舎

は
建
設
せ
ず
に
３
町
３
村
の
現
庁
舎
を
使

用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
第
３

回
小
委
員
会
に
お
い
て
、
現
庁
舎
の
活
用

方
式
と
本
庁
の
位
置
に
つ
い
て
協
議
す
る

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。 

新市まちづくりアンケート結果（要約） 

ら

ま

 
１

２

３

４
 

５

６

○

 
 

新
市
ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

報
告
第
１７
号 

 

第４回合併協議会 
と き  平成 16年３月１８日（木）午後2時から 
ところ  都幾川村中央公民館 
傍聴手続 受 付    ： 午後 1時から 

 傍聴証の交付 ： 午後 1時 30分から 
 
第５回合併協議会 
と き  平成 16年４月２１日（水）午後2時から 
ところ  玉川村中央公民館 
傍聴手続 受 付    ： 午後 1時から 
     傍聴証の交付 ： 午後 1時 30分から 

会 議 予 定 
用 語 解 説  

○ 新市まちづくり計画とは？ 

新市まちづくり計画は、町村の合併に際し、３町３

村の住民のみなさんや議会に対して、新市の将来につ

いての展望や構想を示し、これによって合併の適否を

判断するという、いわば新市のマスタープランとして

の役割を果たすものです。 
また、新市まちづくり計画を基礎としてさまざまな

財政措置が講じられることとなっています。 

〒 3
TEL
滑川町・嵐山町・小川町・都幾川村・玉川村・東秩父村 
比 企 地 域 ３ 町 ３ 村 合 併 協 議 会 
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h t t p : / / w w w . h i k i 3 t 3 v . n e t   
E - m a i l : g a p p e i @ h i k i 3 t 3 v . n e t 
画

 

① 

て
② 

まの町トの３継項
新市まちづくり計画の策定にあたり、9,000人の方にアンケート調査をお願いし4,527 人の方か

回答をいただき、最終回収率は 50.3%となりました。アンケート結果の概要についてお知らせし

す。なお結果の詳細については、協議会のホームページに掲載しています。 

 現在の生活環境の評価について 
【評価の高い項目】 
①上水道の整備 ②公民館・集会場等のコミュニティ施設の整備  
③史跡や文化財・伝統芸能等の保全 
【評価の低い項目】 
①歩道整備などの交通安全対策 ②公共交通機関の利便性 ③子どものための施設やサービス 
 合併後のまちづくりの施策の重要度の順は 
①医療機関・医療体制の整備 ②高齢者のための施設やサービス ③買い物等の日常生活の利便性 
 合併への関心度は 
①非常に関心がある又はある程度関心がある 78.1％ 
②まったく関心がない又はあまり関心がない 20.0％ 
 合併に期待する効果は 
①職員数や議員数の削減など行財政運営の効率化 ②住民負担の低減と行政サービス水準の向上
③道路や公共施設の効率的な整備など広域的視点に立ったまちづくり 
 合併への心配な点は 
①公共料金が高くなり住民負担が高くなる ②行政区域が広くなり行き届いたサービスが受けら
れなくなる ③一部の地域だけが発展し周辺部が取り残される 
 合併後のまちづくりの将来イメージは 
①交通事故や犯罪のない安全なまち ②高齢者や障害者にやさしい福祉のまち  
③保健・医療が充実した健康づくりのまち 
 


